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若杉企業会計審議会会長から報告を受ける村田副大臣(１月 25 日(金)) 

 

<監査基準の改訂に関する意見書（企業会計審議会報告）14.1.25 > 

 

  企業会計審議会(会長 若杉 明 高千穂大学教授)は、平成14年1月25日に総会を開催し、「監査基準の改訂に

関する意見書」を公表しました。  

 

○監査基準の意義 

 監査基準とは、公認会計士が財務諸表の監査を行

うにあたって遵守すべき規範であり、財務諸表の作

成規範である企業会計の基準とともに、適正なディ

スクロージャーの確保を通して、自己責任原則に基

づく公正な市場を構築するための重要なインフラス

トラクチャーのひとつである。 

 財務諸表の監査には、証券取引法に基づく監査、

商法監査特例法に基づく監査などがあり、公認会計

士（監査法人を含む）だけが監査人として監査を行

うことができることとなっている。したがって、監

査基準は公認会計士が企業の財務諸表に対して行う

監査を対象としている。 

 近年、我が国の企業活動の複雑化・資本市場の国

際的な一体化を背景として、公認会計士監査による

適正なディスクロージャーの確保と監査の質の向上

が求められており、また、経営破綻後に大幅な債務

超過であったことや経営者が不正(粉飾)を行ってい

たとされる企業が、直前まで適正意見を付されてい

たことなどに関し、監査の有効性に対する厳しい批

判や指摘が行われた。このような状況を背景として、

我が国の公認会計士監査を一層充実強化するため、

今般、従来の監査基準をほぼ全面的に見直す大幅な

改訂が行われたものである。 監査基準は、「監査の

目的」、「一般基準」、「実施基準」、「報告基準」から

構成されている。 

 

 

 



 

○改訂のポイント 

１ 監査の目的の明確化 

 監査という言葉は一般的にも使われることから、

まず、監査の持つ意義とその役割についての基本的

な理解を示すため、監査の目的を明らかにしている。 

 「監査の目的」として「経営者が作成した財務諸

表に対して監査人が意見を表明することにある」と

している。これは、財務諸表を作成する責任は経営

者にあり、監査人の責任は意見を表明することにあ

るとの区別も意味している。公認会計士は、監査業

務の他に財務諸表の作成業務を行うこともできるが、

監査人となったときには、あくまで第三者の立場で

意見を表明することが求められるため、自ら監査を

行う企業の財務諸表作成業務を行うことはできない。  

 また、「財務諸表の表示が適正である」旨の意見に

は、「財務諸表には、全体として重要な虚偽の表示が

ないということについて、合理的な保証を得たとい

う監査人の判断を含んでいる」ことを明確にしてい

る。監査において、個々の取引などが会計基準に従

って処理されているかを確認することは基本ではあ

るが、投資者が監査に期待するのは、要は財務諸表

に重要な虚偽がないかどうかである。監査人の権限

や監査時間には制約があるので、絶対に重要な虚偽

はないとまでは言えないが、自ら相当程度の心証を

得るまで監査を行うことが求められる。 

２ 一般基準 

  監査全体を通じて基本となるべき事項として、 

①専門能力の維持向上、②独立性の保持、③懐疑心

の保持、④不正発見の姿勢の強化、⑤監査内容の記

録、⑥監査の質の管理、⑦守秘義務の７項目が、一

般基準に挙げられている。 

 今回の改訂で、特に強調された事柄としては、い

わゆる粉飾決算などの不正に対処していく姿勢が強

化されており、実施基準においても、不正の存在を

想定した監査計画の策定、不正を発見した場合の経

営者等への報告や監査手続の追加などが定められて

いる。 

 また、今日では監査対象の企業が大規模化し、取

引も国際化・複雑化していることから、監査も組織

的に行わなければ、このような状況に対応できない。

そこで、監査人自身における監査業務の管理のみな

らず、監査事務所などの組織としても監査の質の管

理を徹底することとしている。 

３ リスク・アプローチの徹底 

リスク・アプローチとは、企業固有の事情や内部

統制の状況などの評価を通じて、虚偽の表示が行わ

れる可能性の要因に着目し、リスクの高い対象を重

点的に監査することにより、効果的かつ効率的な監

査を実現しようとする考え方である。 

我が国では、検証作業に重点をおいてしまう傾向

があるとの指摘もあり、一定の決まった作業をこな

すという形式的な監査では、変化の激しい経済環境

の中で、適切な監査が実施できないことになる。一

方、米国では、企業を取り巻く経営環境や企業固有

の種々の問題を把握したり、内部統制を評価すると

いったリスクの分析作業に多くの時間を費やして、

監査のポイントを明確にすることを重視していると

言われている。過度に監査のポイントを絞り込むこ

とには弊害があることも理解した上で、企業の問題

点を的確に把握する監査が求められることになる。 

 さらに、大規模で複雑な企業においては、内部統

制の良否が不正や虚偽の発生を左右する重要なポイ

ントとなるので、リスク・アプローチにおける内部

統制の評価は極めて重要であることが指摘されてい

る。 

なお、従来、内部統制とは内部牽制組織といった

形で理解されていた点を、国際的な概念と合わせて、

統制の機能として理解すべきことを明らかにしてい

る。すなわち、一定の組織があっても、モニタリン

グを含め、その機能が適正かつ十分に発揮されてい

るかどうかがポイントになる。 

４ 実質的な監査判断の要請 

 従来の監査基準においては、「会計処理が会計基

準に準拠しているか」、「会計方針を変更していない

か」、「財務諸表の表示方法が基準に合っているか」

という個別の３点が、適正かどうかの判断要件とさ



 

れていた。このため、ともすれば、これらの要件が

形式的に満たされているかどうかという監査判断に

陥らせるとの指摘があった。この３点を確認するこ

とは当然必要であるが、改訂基準では、監査人が意

見を形成して財務諸表の適正性を判断するには、会

計基準を踏まえつつ実質的な判断に基づかなければ

ならないとしている。 

 例えば、複雑な金融取引や情報技術(IT)を利用し

た電子的な取引について、経営者が採用した会計方

針の選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切

に反映するものであるかどうか、監査人は自己の判

断で評価しなければならないと述べられている。 

５ 監査報告書の記述 

  監査報告書の記述方法は、「監査の対象」、「実施

した監査の概要」、「財務諸表に対する意見」という

三区分に分けて記載し、それぞれ、基本的に、米国

などの諸外国の監査報告書と同様の記述を行うよう

に、内容が充実されている。 

  また、監査意見を、「無限定適正意見」、「除外事項

を付した限定付適正意見」、「不適正意見」に区別し、

そのいずれかで表明することとし、重要な監査手続

を実施できなかった場合には意見を表明してはなら

ないことを明確にしている。 

  また、本来は監査意見の中で記述すべき適正性の

判断に関わる事柄を「特記事項」として記述するこ

とにより、監査人の判断が曖昧になっている場合が

あるとの指摘があった。このため、従来の「特記事

項」は廃止し、監査人が特に説明や強調を要すると

判断した事項は「追記情報」として、監査意見とは

明確に区別して記載することとされた。 

６ ゴーイング・コンサーンへの対処 

 企業が事業を継続していくとの前提(ゴーイン

グ・コンサーン)に問題があるような場合に、投資者

としては、企業が存続の危機にあるかどうかを知り

たいところであろう。企業の経営責任は経営者にあ

り、企業の存続を監査人として保証することはでき

ないし、それは監査の役割を逸脱することになる。

しかし、監査人にも何らかの対応が求められている。 

そこでまず、継続企業の前提に重要な疑義を抱かせ

る事象又は状況が存在する場合には、経営者が、そ

の旨、当該事象等の内容、継続企業の前提に関する

重要な疑義の存在、当該事象や状況に対する経営者

の対応及び経営計画、当該重要な疑義の影響を財務

諸表に反映しているか否かについて財務諸表に注記

を行う。監査人は、そういった事象や状況の存在や

経営計画等の合理性を検討し、必要な事項が適切に

注記されているか否かにより財務諸表が適正かどう

かの意見を表明する。ただし、監査報告書において

企業の事業継続能力そのものを保証するような記述

はされない。 

また、継続企業の前提に係る財務諸表の注記が適

切になされていると判断して、無限定適正意見を表

明する場合であっても、そういった事象や状況等に

ついて監査報告書に追記情報として必ず記述を行わ

なければならないこととされている。 

○実施時期等 

  改訂監査基準は、平成15年3月期の決算監査から実

施することとされている。したがって、平成14年9月

中間決算については、現行の監査基準が適用される

ことになる。また、実務上の指針については、今後、

日本公認会計士協会が整備することとなっている。

なお、監査基準が改訂されたことに伴い、中間監査

基準の見直しも必要となるが、現在、企業会計審議

会で引き続き検討が行われている。 

 

・「企業会計審議会第二部会の意見書の公表につ

いて」 

<注記を要する事象の例示> 
・ 財務指標の悪化の傾向(売上の著しい減少、継続

的な営業損失の発生や営業キャッシュ・フローの
マイナス、債務超過) 

・ 財政破綻の可能性(重要な債務の不履行や返済の
困難性、新たな資金調達が困難な状況、取引先か
らの与信の拒絶) 

・ その他の事項(事業の継続に不可欠な重要な資産
の毀損や権利の失効、重要な市場や取引先の喪
失、巨額の損害賠償の履行、その他法令に基づく
事業の制約等) 

http://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/tosin/f-20020125-1.html


 

<財務局長会議 14.1.29 > 

 

 １月２９日、金融庁は本事務年度第三回目の財務

局長会議を開催した。会議においては、柳澤金融担

当大臣、村田金融担当副大臣からのご挨拶のほか、

長官からは、ペイオフ解禁を控え、金融庁と密接な

連携をとりながら、管下金融機関について適切な監

督を行って頂きたい旨の発言があった。また、各財

務（支）局長等から、ペイオフ解禁に係る広報活動

への取り組み、資本増強行の経営健全化計画のフォ

ローアップ等について報告があったほか、当庁各局

及び証券取引等監視委員会から、証券決済制度等の

改革による証券市場の整備のための関係法律の整備

等に関する法律案（仮称）、金融機関等による本人確

認等に関する法律案（仮称）、空売り規制、ＩＭＦ金

融セクター評価プログラム、証券取引等監視委員会

の体制・機能強化への取り組み等についての説明及

び意見交換が行われた。

 

金融担当大臣挨拶 

 

 金融担当大臣の柳澤でございます。財務局長会議

の開催に当たり、一言ご挨拶申し上げます。 

 我が国経済は、厳しい雇用情勢を始めとして、悪

化を続けています。こうした状況の中で、金融庁の

任務である金融機能の安定、預金者・投資者等の保

護や金融の円滑化に向けて引き続き全力を尽くし、

我が国経済の再生を目指していく考えであります。 

 本年の重要な政策課題を申し上げますと、第１に、

昨年に引き続き不良債権の最終処理の積極的推進で

す。昨年４月の「緊急経済対策」、６月の「骨太の方

針」や１０月の「改革先行プログラム」を踏まえ、

不良債権処理の強化を図るための各般の具体的施策

を早急に進めているところです。 

 まず、主要行に対し、通常の検査の強化を図るこ

とに加え、特別検査を厳正かつ的確に実施するとと

もに、市場の評価に適時に対応した引当を確保しま

す。また、昨年の臨時国会における金融再生法改正

によるＲＣＣの機能拡充を受け、ＲＣＣを活用した

不良債権処理と企業再生に積極的に取り組みます。

これらの施策を着実に実行することにより、集中調

整期間終了後の平成１６年度には、不良債権問題が

正常化するよう努めます。 

 第２に、本年４月には、ペイオフ解禁という金融

行政の新たな転換点を迎えます。預金等の全額保護

は、金融危機対応のための臨時異例の措置であり、

ペイオフ解禁は予定どおり実施すべきと考えていま

す。財務局におかれても、名寄せ体制の整備や預金

取引約款における相殺規定の整備等、ペイオフ解禁

に向けた実務面での対応について留意願います。 

なお、金融庁としては、市場の動向や不良債権の処

理状況等、金融情勢については十分注視していると

ころであり、その点から現在においては金融危機の

おそれはないという認識を持っておりますが、今後、

万一、信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずる

おそれがある場合には、金融危機対応のための諸措

置を適切に講じる考えです。 

 第３に、直接金融の推進、とりわけ個人投資家の

育成であります。このため、国民が安心して証券市

場に参加できるよう、透明性・公平性の高い証券市

場を構築することが重要であり、「証券市場の構造

改革プログラム」に掲げた施策を引き続き着実に推

進します。 

 また、証券市場の国際的競争力を左右する基盤で

ある証券決済システムをより安全で効率性の高いも

のに改革していくことが喫緊の課題であり、昨年の

通常国会において成立した法律に引き続き、公社債

等のペーパーレス化の実現等を図る証券決済システ

ム改革に係る法案を今通常国会へ提出することとし

ております。 

 財務局長の皆様におかれては、地域金融の安定を

図るという重要な責務を肝に銘じ、金融庁と引き続

き緊密に連携しつつ、検査・監督・監視事務の円滑



 

な遂行に最善を尽くして頂き、本年４月からのペイ

オフ解禁を万全な体制で迎えられるよう改めて要望

したいと思います。 

 最後になりましたが、財務局職員の方々のご健闘

とご健康を祈念して私の挨拶とさせていただきます。

 

金融担当副大臣挨拶 

 

 金融担当副大臣の村田でございます。財務局長会

議の開催にあたり、いくつかのことを申し上げたい

と存じます。 

 第１に、金融庁の１４年度の機構・定員について

であります。先程、柳澤大臣からお話のありました

証券市場の構造改革や不良債権問題の抜本的解決を

図るという重要な政策課題に迅速かつ的確に対応し

ていくため、平成１４年度予算案において、金融庁

全体で１３４人の増員を行うこととされています。 

 特に、証券市場に対する信頼性を向上させるため

の監視体制の整備を図る観点から、証券取引等監視

委員会について、現体制１２２人に対して５割増の

６１人の増員を行うとともに、厳正かつ実効性・効

率性の高い検査体制の整備を図る観点から、検査局

について、４６人の増員を行うこととされておりま

す。また、皆様ご承知のとおり、財務局の金融部門

については、証券取引等監視官部門３９人及び金融

検査部門３人の合計４２人の増員が行われます。こ

うした体制整備を踏まえ、今後、各財務局において

も金融行政の課題への対応をより一層進めていただ

くようお願いいたします。 

 第２に、金融庁では、今通常国会に２件の法律案

の提出を予定しており、その１つが先程柳澤大臣か

らお話のあった証券決済システム改革法案ですが、

もう１つの「金融機関等による本人確認等に関する

法律案（仮称）」について申し上げます。 

 昨年９月の米国における同時多発テロ事件の発生

以降、テロ資金対策が国際社会において重要な課題

となっている中、我が国としても、昨年１０月末に

署名した「テロリズムに対する資金供与の防止に関

する国際条約」を早期に締結する必要があります。

このため、同条約を確実に実施し、テロ資金供与行

為等の防止を図る等の観点から、金融機関等に対し

て、顧客の本人確認及び取引記録保存を義務づける

こと等を内容とする法律案を提出することとしてい

ます。 

 第３に、預金者や投資家に対する金融・証券知識

の普及についてであります。本年４月からのペイオ

フ解禁まで残り２か月となりました。預金保険制度

の広報については、これまでも地方での講演会の実

施や政府広報の活用等、財務局の方々に協力頂きな

がらその広報に鋭意取り組んで来たところであり、

本日の会議においても各財務局からの報告や議論が

行われたところですが、今後も引き続き積極的な対

応をよろしくお願いいたします。 

 また、証券市場の構造改革プログラムの柱の一つ

として投資家教育が掲げられているように、証券知

識の普及促進が重要です。証券分野では、例えば昨

年１１月末のＭＭＦの元本割れに対して、自主規制

機関である投資信託協会が１月１８日に「ＭＭＦの

安定性確保のための方策」を発表する等、新たな重

要な取組みが行われています。投資に関する問題に

は専門的・技術的な側面もあり、なかなか国民にご

理解を頂くのが難しい点もあります。金融庁におい

ても、ホームページの拡充や個人投資家との意見交

換会の開催といった活動を行っているところですが、

財務局においては国民と直接接することが多いかと

思いますので、機会を捉えて、投資に関する基礎的

な知識の普及や新たな取組みについての情報提供等

について、地道に取り組んでいただくようお願いい

たします。 

 最後になりましたが、財務局職員の皆様のご健勝

をお祈りして私の挨拶とさせていただきます。 

 

 

 



 

<主な出来事>（１月） 

 

９日（水） ・「公認会計士試験第３次試験口述試験受験資格者について」発表 
 ・｢公認会計士試験第３次試験口述試験の施行について｣発表 
10 日（木） ・「資産を買い取る場合の価格を定めるための基準及び資産の買取りの決定に係る承認

を行うための基準を定める件を改正する告示案」に対するパブリック・コメントの
結果公表 

11 日（金） ・企業会計審議会第一部会開催（第 16 回） 
 ・「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令等を改正する政令等」に対する 

パブリック・コメントの結果公表 
 ・投資一任契約に係る業務の認可 
 ・｢銀行等の株式等の保有の制限に関する命令案｣及びこれに基づく告示案の公表  

（パブリック・コメント） 
12 日（土） ・永代信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分 
15 日（火） ・金融トラブル連絡調整協議会開催（第９回） 
 ・長崎第一信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し 
16 日（水） ・「金融分野の業界団体・自主規制機関における苦情・紛争解決支援のモデル(案)」  

の公表(パブリック･コメント) 
 ・｢タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出について（追加要請その５）｣

発表 
17 日（木） ・自動車損害賠償責任保険審議会開催(第 117 回) 
 ・｢タリバーン関係者等のリストの一部削除について｣発表 
18 日（金） ・大和銀ホールディングスによる子会社取得の予備審査通知 
 ・大和銀信託銀行(株)に対する銀行業の免許等 
 ・「石川銀行の検査結果について」発表 
 ・神栄信用金庫及び千葉商銀信用組合に対する金融整理管財人による業務及び財産の

管理を命ずる処分 
 ・「銀行法等の一部を改正する法律の一部の施行等に伴う宅地建物取引業法施行規則及

び不動産特定共同事業法施行規則の一部改正案」の公表（パブリック・コメント） 
21 日（月） ・オニール米財務長官の大臣表敬訪問 
23 日（水） ・「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令等の改正案」に対するパブリック・

コメントの結果公表 
24 日（木） ・銀行持株会社（三井トラスト・ホールディングス株式会社）の設立認可 
 ・中央三井信託銀行株式会社及びさくら信託銀行株式会社の産業活力再生特別措置法

に基づく事業再構築計画の認定 
 ・事務ガイドラインの改正（「証券会社、投資信委託業者及び投資法人等並びに証券投

資顧問業者等の監督等にあたっての留意事項」） 
25 日（金） ・企業会計審議会総会開催(第３回) 
 ・企業会計審議会固定資産部会開催（第 19 回） 
 ・金融審議会金融分科会第二部会開催（第９回） 
 ・「企業会計審議会第二部会の意見書」の公表(パブリック・コメント) 
 ・船橋信用金庫、相互信用金庫及び石川たばこ信用組合に対する金融整理管理人によ

る業務及び財産の管理を命ずる処分 
 ・事務ガイドラインの改正（預金取扱い金融機関関係） 
28 日（月） ・「抵当証券業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令案の概要」 

の公表(パブリック・コメント) 
 ・不動信用組合に係る管理を命ずる処分の取消し 
29 日（火） ・財務局長会議開催 
 ・銀行等保有株式取得機構の設立等の認可 
 ・｢タリバーン関係者等のリストの一部削除について｣発表 
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30 日（水） ・「銀行等の株式等の保有の制限に関する命令案及びこれに基づく告示案」に対するパ
ブリック・コメントの結果公表 

31 日（木） ・「資金洗浄対策の観点から監視を強化すべき取引について」発表 
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